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【誤訳訂正書】
【提出日】平成27年3月25日(2015.3.25)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４９】
　図８は、第６４７診断臨床分析装置の管理図を含み、列７０８の作動合成１のそれぞれ
の値がドット８０２のようにプロットされている。線８０１は、トリミングされたベース
ライン合成１の管理限界値（７４．３３２）を表す。毎日の作動合成１の値は管理限界値
の近くから始まり、３日間の間これを超え、その後、管理限界値よりも下に低下している
点に留意されたい。これは、診断臨床分析装置による差し迫った分析故障の最初の兆候で
ある。更に数日後、作動合成１の値は３日間の内の２日間、再び管理限界値を超えている
。操作上の問題の外面的な兆候はまだ認められなかったが、サービステクニシャンが派遣
され、慎重な分析の後、電位計が徐々に故障しつつあることが分かった。電位計は９月２
８日に交換した。この後、この試験データの期間では、作動合成１の値は管理限界値を下
回った。
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